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第３章　関連意匠

63 関連条文

意匠法

第一〇条　意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠のうちから選択した一

の意匠（以下「本意匠」という。）に類似する意匠（以下「関連意匠」という。）に

ついては、本意匠の意匠登録出願の日（第十五条において準用する特許法（昭和三

十四年法律第百二十一号）第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第

二項の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しく

は千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、

千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千

九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストッ

クホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパ

リ条約第四条Ｃ(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条Ａ(2)の規定

により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。）とその関連

意匠の意匠登録出願の日とが同日である場合に限り、第九条第二項の規定にかかわ

らず、意匠登録を受けることができる。

２　前項の規定により意匠登録を受ける関連意匠にのみ類似する意匠については、意

匠登録を受けることができない。

３　本意匠に係る二以上の関連意匠の意匠登録出願があつたときは、これらの関連意

匠については、第九条第二項の規定は、適用しない。

第二十一条　意匠権（関連意匠の意匠権を除く。）の存続期間は、設定の登録の日か

ら十五年をもつて終了する。

２　関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から十五

年をもつて終了する。

第二十二条　本意匠及びその関連意匠の意匠権は、分離して移転することができない。

２　本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨

の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠

権は、分離して移転することができない。

第二十七条　意匠権者は、その意匠権について専用実施権を設定することができる。

ただし、本意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権は、本意匠及びすべて

の関連意匠の意匠権について、同一の者に対して同時に設定する場合に限り、設定

することができる。

２　専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又は

これに類似する意匠の実施をする権利を専有する。

３　本意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき、無効にすべき旨

の審決が確定したとき、又は放棄されたときは、当該本意匠に係る関連意匠の意匠
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権についての専用実施権は、すべての関連意匠の意匠権について同一の者に対して

同時に設定する場合に限り、設定することができる。

４　特許法第七十七条第三項から第五項まで（移転等）、第九十七条第二項（放棄）

並びに第九十八条第一項第二号及び第二項（登録の効果）の規定は、専用実施権に

準用する。

63.1 関連意匠とは

意匠法第９条では、重複した権利を排除する趣旨から一の創作について二以上の

権利を認めるべきではないとしているが、デザインの開発においては、ひとつのデ

ザインコンセプトから多くのバリエーションの意匠が同時期に創作されるという

創作実態がある。

これらバリエーションの意匠群は、創作の観点からは同等の価値を有するもので

あり、デザイン開発の過程で、一のデザインコンセプトから創作されたバリエーシ

ョンの意匠については、同日に同一出願人から出願された場合に限り、同等の価値

を有するものとして、例外的に関連意匠としてこれを保護し、各々の意匠について

権利行使をすることを可能とした。

63.1.1 関連意匠として意匠登録をすることができる意匠

以下のすべての要件を満たしている意匠登録出願に係る意匠は、意匠法第

１０条第１項の規定により、関連意匠として意匠登録を受けることができる。

（１）本意匠と同一の意匠登録出願人による出願であること（→63.1.2.1）

（２）本意匠に類似する意匠に係る意匠登録出願であること（→63.1.2.2）

（３）本意匠と同日に意匠登録出願された出願であること（→63.1.2.3）

63.1.1.1 本意匠と同一の意匠登録出願人による出願であること

意匠登録出願は、本意匠に類似する自己の意匠について関連意匠

として意匠登録を受けることができるものであることから、関連意匠

の意匠登録出願人は、本意匠の意匠登録出願人と同一でなければなら

ない。

63.1.1.2 本意匠に類似する意匠に係る意匠登録出願であること

関連意匠として意匠登録を受けることができる意匠登録出願は、

本意匠に類似するものでなければならない。したがって、当該意匠と

本意匠とが同一である場合は、関連意匠として意匠登録を受けること

ができない。

63.1.1.3 本意匠と同日に意匠登録出願された出願であること

本意匠の意匠登録出願の出願日と関連意匠の意匠登録出願の出願

日とが同日である場合に限り、意匠法第９条第２項の規定にかかわら
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ず、両意匠登録出願について意匠登録を受けることができる。

（１）出願の分割、出願の変更、及び補正後の新出願に係る意匠登録

出願の判断の基準日

意匠法第１０条の２第１項の規定による意匠登録出願の分割、

意匠法第１３条第１項及び第２項の規定による特許出願又は実

用新案登録出願の意匠登録出願への変更、或いは意匠法第１７条

の３の規定による補正却下後の意匠についての新出願が適法に

行われた場合、これらの出願はもとの出願の時、或いは手続補正

書を提出した時にしたものとみなされる。

したがって、分割された意匠登録出願、変更された意匠登録出

願、補正却下後の新出願について、関連意匠の出願日と本意匠の

出願日とが同日であると認められるか否かは、遡及が認められた

もとの出願の出願日、或いは手続補正書の提出日によって判断す

る。

（２）パリ条約による優先権等の主張を伴う出願の判断の基準日

パリ条約による優先権等の主張を伴う意匠登録出願について、

関連意匠の出願日と本意匠の出願日とが同日であると認められ

るか否かは、我が国への出願日ではなく第一国の出願日（パリ条

約の規定により最初の出願の日とみなされ又は認められた日）に

よって判断する。

したがって、優先権等を主張する出願であって、意匠法第１０

条第１項の規定により関連意匠の意匠登録を受けようとする出

願については、パリ条約の規定（条約第４条Ｃ(4)、同条Ａ(2)）

により最初の出願とみなされた出願日又は最初の意匠登録出願

と認められた出願日をその意匠の出願日として扱い、本意匠とそ

の関連意匠の出願日とが同日であるか否かの判断を行う。

63.1.2 関連意匠にのみ類似する意匠の取扱い

意匠登録を受ける自己の関連意匠にのみ類似する意匠については、意匠法

第１０条第２項の規定により、意匠登録を受けることができない。

関連意匠にのみ類似する意匠とは、意匠登録を受ける自己の関連意匠に類

似する意匠であって、その関連意匠に係る本意匠に類似しないものをいう。

なお、関連意匠にのみ類似する意匠がその出願の日に先行する意匠（設定

の登録がなされた先願の意匠、登録意匠、公知の意匠など）に類似する場合

には、意匠法第３条、意匠法第９条等の規定により意匠登録を受けることが

できない。

（注）
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本意匠と関連意匠の意匠権は、権利の重複部分があることから存続期間、分離移転及

び専用実施権の設定の制限が設けられている（意匠法第２１条：存続期間、意匠法第２２

条：本意匠又は関連意匠の意匠権の移転、意匠法第２７条：本意匠又は関連意匠の意匠権

に対する専用実施権）ため、類似する意匠を連続的に一の本意匠に係る関連意匠として登

録すると、連鎖状態の両端にあたる関係の意匠同士では、相互に類似しない意匠であるに

もかかわらず存続期間、分離移転及び専用実施権の制限を受けることとなる。

このような過剰な制限を回避するために、自己の本意匠には類似せず、その関連意匠

だけに類似する意匠については、意匠登録を受けることができないものとした。

63.1.3 本意匠に係る二以上の関連意匠同士が類似する場合の取扱い

関連意匠の意匠権同士は、本意匠と共に存続期間や移転及び専用実施権の

設定について制限を受け、重複部分に関する調整を受けるものであることか

ら、意匠法第１０条第３項の規定により、一の本意匠に係る関連意匠同士が

類似することをもって、意匠法第９条第２項の規定は、適用しない。

本意匠が存続期間の終了以外の理由によって消滅した場合に存続する関

連意匠同士についても同様とする。

本意匠が存続期間の終了以外の理由（意匠権の放棄、登録料の不納付、無

効審決の確定）で消滅した場合に、関連意匠の意匠権は存続するが、このと

きに存続することとなる類似する関連意匠同士についても、それぞれの意匠

が同等の創作的価値を有していること、及び権利関係の安定性の確保を考慮

して、本意匠を中心として設けられた制限関係を有したまま存続することと

し、関連意匠同士が類似することをもって意匠法第９条第２項の規定は適用

しない。


